
［
各
論
］
色
欲
に
耽
る
大
名
・
酷
評
さ
れ
る
大
名

は
じ
め
に

佐
藤
　
宏
之

　
本
稿
は
、
色
欲
に
耽
る
大
名
・
酷
評
さ
れ
る
大
名
を
採
り
あ
げ
、
①
諸
大
名

の
実
態
を
行
跡
の
中
身
、
公
儀
勤
め
、
世
間
あ
る
い
は
後
世
の
評
判
な
ど
を
も

と
に
、
そ
の
人
と
な
り
を
比
較
・
検
討
し
、
②
男
色
・
女
色
・
少
年
愛
の
差
異
、

あ
る
い
は
そ
の
評
価
の
差
異
を
検
討
し
、
③
以
上
の
検
討
を
通
し
て
容
認
さ
れ

る
論
理
と
容
認
さ
れ
ざ
る
論
理
の
抽
出
作
業
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

　
色
欲
に
耽
る
大
名
・
酷
評
さ
れ
る
大
名
は
三
二
名
い
る
。
本
来
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
す
べ
て
の
大
名
を
検
討
の
組
上
に
載
せ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

今
後
の
課
題
と
し
、
以
下
、
特
徴
的
で
あ
る
六
大
名
を
採
り
あ
げ
た
い
。
な
お
、

本
稿
の
末
に
、
採
り
あ
げ
た
大
名
の
「
大
名
略
歴
お
よ
び
翼
翼
略
年
表
」
（
以
下
、

年
表
と
省
略
）
を
付
け
た
。
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

2
3
ｲ
竹
右
京
大
夫
富
浜
（
出
羽
国
秋
田
藩
二
〇
万
五
ハ
○
○
石
）

　
佐
竹
義
処
は
、
「
大
名
の
気
性
に
あ
ら
ず
」
、
「
悪
賢
く
、
好
智
の
将
な
り
」
と

評
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
「
近
年
勝
手

不
如
意
と
称
し
て
、
公
儀
音
物
を
初
と
し
て
、
内
証
の
付
届
、
悉
く
半
分
に
減

少
す
」
と
、
財
政
難
と
い
う
こ
と
か
ら
、
公
儀
へ
の
贈
り
物
、
賄
賂
を
半
分
に

減
少
し
て
い
る
こ
と
。
②
「
元
来
極
め
て
恪
・
に
、
心
ざ
し
つ
ま
し
く
卑
劣
な

り
」
と
、
も
と
も
と
け
ち
で
、
志
も
倹
約
し
、
卑
劣
で
あ
る
こ
と
。
③
「
女
色

を
好
み
、
弊
多
し
」
と
、
女
色
を
好
む
た
め
、
支
出
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

　
謳
歌
評
説
に
お
い
て
も
、
以
下
の
五
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
「
文
武
両

道
を
学
ば
ざ
る
こ
と
、
大
い
な
る
不
足
な
り
」
と
、
そ
の
た
め
に
「
政
道
自
堕

落
に
」
な
る
こ
と
、
②
「
武
道
に
心
掛
け
な
き
故
に
、
臣
に
武
法
武
芸
を
励
む

罪
な
し
」
と
、
武
道
は
主
将
の
家
業
で
、
そ
れ
に
疎
い
の
は
主
将
の
器
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
、
③
「
勝
手
不
如
意
と
称
し
て
、
公
儀
の
音
物
、
内
証
の
付
届
、

先
祖
の
法
事
、
家
士
の
宛
行
等
ま
で
、
半
分
に
減
少
す
る
事
は
、
心
得
難
し
」
、

④
「
天
性
恪
・
な
る
は
、
是
又
大
名
に
似
合
わ
ざ
る
事
な
り
］
、
⑤
「
女
色
を
好

み
、
妾
余
多
抱
え
置
き
、
金
銀
を
弊
す
事
も
不
可
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
女
色
に
つ
い
て
は
、
「
女
色
に
耽
る
を
主
将
の
失
と
す
る
こ
と
、
古
今
定
り
た

る
こ
と
な
り
」
と
、
む
か
し
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
記
す
。
ま
た
、

「
人
を
惑
し
安
き
故
に
、
古
今
こ
れ
が
た
め
に
国
家
を
失
い
、
且
つ
身
を
滅
ぼ

す
」
と
し
、
「
是
に
迷
わ
ざ
る
を
面
壁
と
し
、
是
に
溺
れ
る
を
愚
将
と
い
う
。
野

並
き
程
に
翫
ぶ
を
智
将
と
す
」
と
主
将
と
し
て
の
評
価
を
記
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
評
価
の
な
か
、
つ
ぎ
に
藩
政
の
実
像
を
『
秋
田
県
史
』
工
に

よ
っ
て
迫
っ
て
み
た
い
。
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
調
査
に
よ
る
と
、
京
都
・

江
戸
で
の
借
銀
が
一
五
六
二
貫
余
、
国
元
秋
田
で
の
借
銀
が
三
六
六
貫
余
で
、

合
計
一
九
二
八
貫
余
の
借
銀
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
延
宝
七
年
に
は
二
四
七
七
貫

余
と
な
り
、
翌
年
に
は
四
九
四
四
貫
余
と
急
増
し
て
い
る
。
年
表
に
よ
る
と
、

慶
安
三
年
に
二
〇
〇
〇
軒
を
焼
失
す
る
火
事
が
あ
り
、
明
暦
三
年
に
は
江
戸
の

大
火
に
よ
っ
て
藩
の
上
屋
敷
が
焼
失
し
、
寛
文
九
年
に
も
国
元
で
火
事
が
お
こ

る
な
ど
、
寛
文
一
二
年
に
義
処
が
藩
主
に
就
任
す
る
以
前
か
ら
災
害
に
よ
る
財

政
圧
迫
の
様
子
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家
中
の
衣
装
・
進
物
・
振
舞

等
に
つ
い
て
手
軽
く
す
べ
き
と
命
じ
、
領
内
一
斉
に
本
田
一
免
、
新
田
半
弓
の

臨
時
増
税
を
行
い
、
家
臣
の
知
行
借
上
げ
を
行
う
。
延
宝
三
年
に
久
保
田
給
人

九
分
の
一
、
在
々
給
人
は
八
分
の
一
を
借
上
げ
、
貞
享
二
年
に
半
免
し
、
同
四

年
に
は
七
〇
石
以
上
で
遠
路
の
勤
役
を
行
わ
な
い
者
、
六
〇
石
以
上
で
領
内
の

勤
役
を
行
わ
な
い
者
、
病
人
・
伜
・
在
々
給
人
な
ど
が
一
〇
分
の
一
の
差
上
米

な
ど
の
臨
時
措
置
を
行
う
。
ま
た
、
親
類
中
お
よ
び
懇
意
の
大
名
方
へ
の
七
か

年
の
音
信
・
贈
答
の
廃
止
を
策
し
、
幕
府
の
内
諾
を
得
て
簡
略
の
実
施
に
踏
み

切
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
時
並
行
に
、
延
宝
二
年
に
一
九
六
六
軒
、
三
二
五
軒

を
焼
失
す
る
二
度
の
火
災
に
よ
っ
て
財
政
が
好
転
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
秋
田
藩
の
財
政
は
当
初
か
ら
鉱
山
お
よ
び
山
林
収
入
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、

新
田
開
発
も
藩
の
手
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

鉱
山
収
入
の
激
減
と
蔵
米
の
伸
び
悩
み
に
よ
る
財
政
収
入
の
減
少
傾
向
と
、
商
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品
貨
幣
経
済
の
進
展
に
よ
る
支
出
の
増
加
に
対
し
、
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
『
土
芥
冠
離
船
』
に
お
け
る
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

2
5
恤
ｽ
美
作
守
昌
章
（
下
野
国
宇
都
宮
藩
九
万
石
）

　
奥
平
昌
章
は
、
「
好
俵
の
諸
将
」
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
以
下
の

三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
「
文
武
の
両
道
ハ
夢
程
モ
知
ら
ず
、
行
跡
悪
玉
、
男

色
女
色
と
も
に
狼
り
に
好
み
、
河
原
者
・
野
郎
・
若
衆
を
招
き
集
め
、
酒
宴
遊

興
終
日
夜
も
す
が
ら
な
り
」
と
い
う
こ
と
、
②
「
御
旗
本
に
て
悪
名
を
取
り
た

る
坂
部
三
十
郎
如
き
動
楽
の
波
沙
羅
者
ど
も
、
無
二
の
朋
友
に
て
、
毎
度
会
合

し
、
不
出
を
尽
す
」
こ
と
、
③
「
上
を
学
ぶ
下
に
て
、
近
臣
皆
文
盲
・
不
学
に

て
、
友
々
破
家
を
尽
す
。
外
様
者
、
是
と
心
得
て
悉
く
放
將
な
り
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
貞
享
四
年
の
鳥
山
城
請
取
の
さ
い
、
「
人
数
の
行
列
を

だ
に
知
る
人
な
く
、
新
参
の
軽
き
奉
公
人
福
池
某
と
云
う
者
、
少
の
武
法
の
拾

い
益
し
た
る
男
を
頼
み
、
一
切
事
、
彼
が
下
知
に
任
す
。
是
能
人
な
き
故
と
、

世
上
指
頭
之
笑
い
。
」
と
、
そ
の
作
法
を
知
る
人
が
な
く
、
新
参
者
を
召
抱
え
、

そ
の
指
図
に
任
せ
た
と
あ
る
。

　
謳
歌
評
説
で
は
、
①
に
対
し
「
酒
宴
遊
興
に
金
銀
を
歯
し
、
百
姓
を
貧
り
、

士
の
知
行
高
を
減
じ
て
、
返
す
事
な
く
奪
う
」
こ
と
を
「
是
主
将
の
道
に
あ
ら

ず
」
と
批
判
し
、
②
に
対
し
「
そ
の
君
の
善
悪
を
見
ん
と
思
せ
ば
、
先
づ
そ
の

親
し
む
友
を
見
よ
と
云
う
事
有
り
。
」
と
、
「
ば
さ
ら
」
で
あ
り
、
か
ぶ
き
者
の

坂
部
三
十
郎
互
と
の
親
交
を
指
摘
し
、
③
に
対
し
「
新
参
の
小
伜
侍
を
懸
、

彼
が
下
知
に
随
い
、
然
も
其
作
法
宜
か
ら
ず
、
世
の
笑
草
と
な
る
」
と
い
う
城

請
取
の
作
法
を
知
る
者
が
家
中
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
人
材
の
不
足
を
「
畢
寛

大
将
の
愚
よ
り
出
た
る
所
な
り
」
と
昌
章
の
愚
を
批
判
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
不
行
跡
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
女
色

の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
文
武
も
学
ば
ず
、
使
っ
た
金
銀
の
負
担
を
百

姓
あ
る
い
は
家
臣
の
知
行
を
減
ず
る
と
い
う
形
で
転
嫁
し
て
い
る
。
や
や
時
代

が
く
だ
る
が
元
禄
七
年
に
は
「
御
家
中
身
代
不
埋
樋
候
口
付
、
諸
道
具
亡
母
払

可
申
由
」
と
い
う
理
由
か
ら
家
中
騒
動
が
起
こ
っ
て
い
る
5
。
第
二
に
、
「
ば

さ
ら
」
で
あ
り
、
か
ぶ
き
者
の
坂
部
三
十
郎
と
の
親
交
〔
4
〕
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ば
さ
ら
（
波
帯
羅
）
と
は
、
派
手
で
驕
り
高
ぶ
っ
て
贅
沢
で
あ
る
こ
と
、
あ
る

い
は
乱
脈
な
振
る
舞
い
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
か
ぶ
き
者
と
親
交

を
も
つ
こ
と
自
体
が
問
題
視
さ
れ
た
と
い
え
る
。
第
三
に
人
材
の
不
足
で
あ
る
。

大
名
改
易
後
の
城
請
け
取
り
は
、
幕
府
が
当
該
大
名
の
居
城
と
領
地
を
接
収
す

る
た
め
の
要
員
を
選
定
し
、
現
地
に
こ
れ
を
派
遣
す
る
。
要
員
は
、
幕
府
側
の

人
員
と
接
収
城
地
の
周
辺
諸
大
名
か
ら
動
員
さ
れ
る
。
こ
の
行
為
は
武
士
道
上

の
作
法
と
し
て
厳
格
に
遵
守
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
篭
城
抵
抗
を
示
す
改
易
大

名
の
家
臣
団
と
の
折
衝
、
大
名
領
有
権
に
対
す
る
尊
重
、
こ
の
過
程
全
体
に
わ

た
る
厳
格
な
作
法
、
手
続
き
を
踏
ま
え
て
の
実
行
、
そ
し
て
篭
城
家
臣
団
の
名

誉
あ
る
撤
退
と
い
う
あ
り
方
は
、
元
和
五
年
（
＝
ハ
一
九
）
の
福
島
正
則
改
易

事
件
を
先
例
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
た
〔
5
）
。
こ
う
し
た
作
法
が
ど
の
程
度
常
識

と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
の
か
知
る
術
を
も
た
な
い
が
、
こ
れ
は
昌
章
の
「
文
武

の
両
道
は
夢
程
も
知
ら
ず
」
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
昌
章
で
あ
る
が
、
「
近
年
奥
御
詰
衆
の
列
加
」
わ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
行
跡
を
嗜
み
、
人
に
会
合
を
止
め
し
故
に
、
近
年
悪
事
の
沙

汰
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
奥
詰
衆
と
は
、
将
軍
の
日
常
の
生
活
空
間
で
あ

る
江
戸
城
本
丸
御
殿
奥
の
一
室
（
山
水
間
）
に
隔
日
詰
め
た
人
び
と
で
あ
る
。

元
禄
二
年
（
＝
ハ
八
九
）
三
月
二
日
に
松
平
定
重
（
伊
勢
国
桑
名
藩
一
一
万
石
）

ら
五
名
が
任
命
さ
れ
た
の
が
最
初
で
、
以
後
、
宝
永
年
間
ま
で
計
五
五
名
（
二

名
は
再
任
）
が
補
任
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
の
性
格
は
＝
疋
で
は
な
く
、
石
高
で

は
一
〇
万
石
以
上
の
大
名
か
ら
万
石
未
満
の
者
ま
で
、
か
な
り
の
開
き
が
あ
り
、

大
名
嗣
子
も
加
わ
っ
て
い
る
。
譜
代
に
交
じ
っ
て
山
内
氏
や
黒
田
氏
・
細
川
氏
・

鍋
島
氏
な
ど
外
様
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
期
間
も
ま
ち
ま
ち
で
、
一
五
年
に
及

ん
だ
者
も
い
れ
ば
、
わ
ず
か
数
日
と
い
う
者
も
い
る
亘
。
高
柳
金
芳
は
綱
吉
の

気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
側
近
役
職
の
ひ
と
つ
と
し
．
、
｝
、
内
藤
野
生
は

男
色
の
対
象
と
し
て
い
る
（
旦
。
『
土
芥
冠
離
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
昌
章
は
男

色
を
好
み
、
松
平
定
重
は
「
美
少
人
を
愛
す
る
事
、
骨
髄
に
徹
す
る
故
に
甚
だ

弊
多
」
い
人
物
で
あ
り
、
松
浦
当
馬
も
「
年
に
も
似
合
、
又
男
ず
き
」
と
、
こ

の
と
き
六
八
歳
で
あ
っ
た
が
男
ず
き
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
内
藤
は
こ
れ
を
参

1
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考
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

5
3
ﾑ
利
駿
河
守
高
久
（
豊
後
国
佐
伯
藩
二
万
石
）

1
　
毛
利
高
久
は
、
「
愚
闇
の
将
」
「
勇
も
な
く
、
義
も
な
し
」
と
評
さ
れ
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
0
「
緩
々
と
し
て
、
酒
宴
遊

興
を
好
む
。
故
に
、
仕
置
等
は
、
家
臣
に
任
す
」
こ
と
、
②
「
妻
女
を
ば
南
部

行
信
に
執
り
返
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
謳
歌
評
説
で
は
②
の
理
由
が

述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
酒
宴
を
好
み
、
色
に
耽
る
。
剰
え
妻
室
を
酔
い
紛

れ
に
箒
を
以
っ
て
打
た
れ
る
」
こ
と
か
ら
「
妻
女
家
を
出
、
父
行
信
に
、
然
々

と
語
る
故
に
、
返
さ
ず
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
慌
て
ふ
た
め
き
、
「
そ
の
身
立
難

き
に
着
て
、
様
々
家
人
ど
も
喜
び
ぬ
れ
ど
も
、
承
引
せ
ず
」
「
離
別
の
分
に
し
た

り
と
て
、
和
談
を
入
」
「
肚
を
繕
い
た
り
」
と
記
さ
れ
る
。
貞
享
三
年
＝
一
月
に

結
婚
し
、
翌
年
五
月
↓
九
日
に
離
別
と
、
わ
ず
か
半
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
．
9
，
。

『
土
芥
冠
勲
記
』
の
「
室
」
の
項
で
は
、
「
実
は
行
信
方
よ
り
取
り
返
す
」
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
『
寛
政
重
三
諸
家
譜
』
に
は
離
縁
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
な

く
、
「
室
は
南
部
信
濃
守
行
信
が
女
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
T
O
）
。

　
こ
の
離
婚
を
素
材
に
大
名
の
離
婚
に
つ
い
て
論
じ
た
幕
平
賢
治
に
お
い
て
も
、

高
久
の
性
格
、
病
気
が
ち
で
江
戸
城
へ
の
登
城
も
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
、
日
常

生
活
も
ひ
ど
く
乱
れ
、
情
緒
も
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
離
婚
の
原
因
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
離
婚
は
、
南
部
家
・
佐
伯
毛
利
家
と
も

に
名
誉
と
体
面
が
た
つ
よ
う
、
婚
礼
の
さ
い
に
「
取
持
」
を
勤
め
た
旗
本
に
仲

介
役
を
頼
む
な
ど
、
穏
便
に
収
め
よ
う
と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
、
そ
の
「
取
持
」
の
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
T
－
．
。

色
欲
に
耽
っ
た
た
め
離
縁
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
大
名
の
例
で
あ
る
。

6
5
@
対
馬
守
義
真
（
対
馬
国
府
中
藩
一
〇
万
石
以
上
格
）

1
　
宗
義
真
は
、
「
智
あ
る
と
い
え
ど
も
、
延
慮
な
き
故
に
、
愚
に
等
し
」
と
評
さ

れ
る
。
そ
の
「
愚
」
と
は
、
「
美
女
を
愛
し
、
甚
だ
奢
り
弊
あ
り
」
、
そ
し
て
「
上

に
好
む
所
、
必
ず
下
こ
れ
を
好
む
習
い
。
家
人
色
を
好
む
。
家
老
ど
も
、
残
ら

ず
悪
所
へ
通
う
。
故
に
諸
士
同
じ
く
通
う
者
多
し
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
謳
歌

評
説
で
は
そ
の
理
由
を
「
本
知
二
万
石
と
い
う
ど
も
、
一
〇
万
石
余
の
臨
時
あ

れ
ば
、
手
前
逼
迫
の
念
な
き
故
に
、
奢
り
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
郷
村
帳
・

国
郡
絵
図
・
分
限
帳
に
よ
っ
て
、
正
式
に
一
〇
万
石
以
上
格
と
公
称
さ
れ
た
の

は
元
禄
＝
二
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
貿
易
の
収
益
が
見
込
ま
れ
て
い
た

か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
1
包
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
延
音
」
な
く
、
奢
り
が
始
ま
っ

た
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
美
女
を
寵
愛
し
た
義
真
に
は
実
子
が
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
「
美
女
を
集
て
子
息
あ
ら
ん
こ
と
を
望
に
や
、
既
に
養
子
す
る
上
は
、

子
の
望
詮
な
し
」
と
、
義
倫
を
養
子
と
し
た
た
め
、
「
美
女
寵
愛
を
止
め
、
且
つ

又
家
人
の
淫
乱
・
不
道
を
停
止
あ
り
た
き
な
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は

跡
継
ぎ
を
得
る
た
め
の
美
女
寵
愛
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
例

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
義
真
は
年
表
に
よ
る
と
、
寛
文
検
地
を
行
っ
て
そ
れ
ま
で
の
地
方
知
行

か
ら
蔵
米
知
行
と
し
、
公
領
を
均
分
し
て
百
姓
に
請
け
さ
せ
、
税
制
を
刷
新
す

る
な
ど
所
謂
寛
文
の
改
革
を
断
行
し
た
。
こ
れ
と
同
時
に
新
田
開
発
、
銀
山
の

増
産
、
貿
易
の
振
興
を
図
り
、
ま
た
、
府
中
城
金
石
屋
形
の
改
修
、
同
十
字
屋

形
の
新
築
、
城
下
の
町
並
整
理
、
府
中
港
の
築
堤
・
船
江
の
築
造
、
船
越
の
堀

切
、
佐
須
奈
の
開
港
、
釜
山
の
倭
館
の
移
転
、
藩
校
（
小
学
校
）
の
創
設
な
ど
、

画
期
的
な
事
業
を
行
っ
て
い
る
丁
邑
。
そ
し
て
、
天
和
二
年
八
月
に
は
、
綱
吉

襲
封
を
賀
す
朝
鮮
通
信
使
を
江
戸
ま
で
雲
行
し
て
い
る
。
義
真
の
「
智
あ
る
と

い
え
ど
も
」
の
評
は
以
上
の
よ
う
な
行
跡
を
評
価
し
て
の
も
の
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

8
7

1

一
柳
土
佐
芳
意
朝
（
播
磨
国
小
野
藩
一
万
石
）

　
一
柳
末
朝
は
、
「
行
跡
、
言
語
に
絶
え
た
り
」
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
「
文
武
共
に
心
掛
け
、
或
は
神
道
を
も

学
ぶ
。
行
跡
は
更
に
宜
か
ら
ず
。
自
己
の
発
明
に
慢
じ
、
利
根
を
立
て
、
何
と

や
ら
ん
好
曲
の
気
味
有
て
、
形
儀
否
ら
し
く
見
ゆ
る
」
と
、
文
武
、
神
道
を
学

1
1



ぶ
が
行
跡
は
よ
く
な
い
。
自
分
の
利
発
さ
に
慢
心
し
、
生
ま
れ
つ
き
利
発
な
こ

と
を
立
て
て
、
よ
こ
し
ま
で
、
容
姿
や
身
の
こ
な
し
が
い
や
ら
し
い
と
い
う
こ

と
、
②
「
好
色
第
一
に
し
て
、
美
女
を
寵
愛
甚
だ
し
。
近
年
は
男
色
を
好
み
、

河
原
者
、
野
郎
若
衆
、
千
弥
と
云
う
者
を
、
数
百
両
に
て
請
出
し
、
知
行
を
与

へ
、
侍
に
し
て
使
う
が
、
死
し
た
り
。
そ
の
後
豊
之
助
と
云
う
野
郎
に
戯
れ
、

是
を
も
過
分
の
金
子
を
出
し
、
請
出
し
て
、
元
服
さ
せ
、
出
頭
し
、
禄
を
与
え

る
」
と
、
千
弥
・
豊
之
助
と
い
う
野
郎
を
多
額
に
て
召
抱
え
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
「
旧
好
の
侍
に
は
、
数
年
奉
公
の
労
を
尽
せ
ど
も
、
賞
禄
せ
ず
」

と
、
長
年
に
わ
た
っ
て
仕
え
る
侍
に
対
し
て
は
賞
禄
を
与
え
ず
、
2
腹
一
生
の

弟
猪
右
衛
門
と
て
、
手
前
に
有
り
、
公
儀
勤
候
を
望
め
ど
も
、
用
い
ず
、
蟄
居

せ
し
む
」
と
、
弟
で
あ
ろ
う
と
も
、
藩
政
へ
の
参
加
を
望
ん
で
も
用
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
色
と
い
う
個
人
的
な
性
愛
の
嗜
好
が
、
政
治
の
な

か
に
ま
で
入
り
込
ん
だ
と
き
、
大
き
な
問
題
（
家
中
騒
動
等
）
を
引
き
起
こ
し

か
ね
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
謳
歌
評
説
で
は
「
評
に
絶
え
た
り
」
「
此
の
将
の
行

跡
、
言
語
に
絶
え
た
り
」
と
批
判
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
評
者
は
一
柳
家
に
も
目
を
向
け
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
家
の
族
、
一
柳

監
物
以
前
、
色
欲
よ
り
事
起
り
て
、
滅
亡
す
」
と
、
以
前
こ
の
一
柳
家
が
色
欲

に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
と
記
す
。
こ
の
＝
柳
監
物
」
と
は
伊
予
国
西
条
一
二
万

五
〇
〇
〇
石
直
興
の
こ
と
で
あ
り
、
同
家
は
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
改
易

と
な
つ
“
福
稲
レ
弓
」
蒼
目

　
　
　
一
柳
監
物
直
興
封
地
二
万
五
千
石
収
公
せ
ら
れ
、
松
平
加
賀
守
綱
紀
に
あ

　
　
づ
け
ら
れ
る
。
こ
は
寛
文
元
年
京
女
院
御
所
構
造
の
助
役
命
ぜ
ら
れ
し
時
、

　
　
御
移
徒
の
前
二
度
上
京
の
暇
給
ひ
し
に
、
二
度
と
も
遅
参
し
て
そ
の
期
に

　
　
お
く
れ
、
こ
た
び
参
勤
の
期
に
及
び
、
病
に
よ
り
遅
引
の
事
聞
え
上
る
書

　
　
状
も
を
そ
く
呈
し
、
そ
の
う
へ
参
府
し
て
、
病
の
さ
ま
を
諸
老
臣
へ
も
う

　
　
た
へ
ず
。
且
平
常
家
臣
井
に
領
民
を
く
る
し
め
、
内
寵
多
く
淫
行
の
聞
え

　
　
あ
れ
ば
な
り
。
こ
の
直
興
は
故
の
丹
波
守
直
重
が
子
に
て
、
寛
永
十
五
年

　
　
十
一
月
朔
日
初
見
の
礼
を
と
り
、
正
保
二
年
十
二
月
朔
日
家
つ
ぎ
、
三
年

　
　
十
二
月
三
十
日
従
五
位
下
に
叙
し
、
大
監
物
と
称
し
け
り
。
し
か
る
に
京

　
　
都
造
営
の
と
き
、
ひ
そ
か
に
お
の
が
所
領
に
下
り
、
遷
幸
の
時
居
あ
は
せ

　
　
ず
、
こ
と
に
近
日
領
民
罪
な
き
も
の
を
刑
す
る
事
、
三
十
余
人
に
及
べ
り

　
　
と
て
、
罪
蒙
り
し
と
そ
聞
え
し
　
　
　
（
『
徳
川
実
紀
』
第
四
篇
、
五
四
三
頁
）

　
　
　
　
　
ゑ
　
メ

　
　
　
　
　
　
を
　
う

　
　
七
月
二
九
日
直
興
さ
き
に
禁
裏
造
営
の
事
う
け
た
ま
は
り
て
、
暇
だ
ま
は

　
　
る
と
き
、
御
普
請
の
は
じ
め
を
よ
び
御
移
徒
の
前
、
京
師
に
参
る
べ
き
む

　
　
ね
命
ぜ
ら
る
・
の
と
こ
ろ
、
遷
幸
の
・
ち
に
お
よ
び
て
か
の
地
に
至
り
、

　
　
且
こ
の
度
病
に
よ
り
て
参
勤
の
期
遅
滞
す
る
の
書
翰
延
引
し
、
其
の
ち
病

　
　
状
を
も
老
中
に
告
ず
、
し
か
の
み
な
ら
ず
、
常
に
封
内
の
政
事
よ
か
訪
ザ

　
　
し
て
、
剰
好
色
不
作
法
の
き
こ
わ
る
に
よ
り
、
所
領
没
収
せ
ら
れ
、
松
平

　
　
加
賀
守
綱
紀
に
め
し
あ
づ
け
ら
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
寛
政
重
壁
諸
家
譜
』
第
一
〇
、
一
五
六
頁
）

　
こ
れ
ら
幕
府
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
直
興
は
禁
裏
造
営
や
参
勤
交
代
の
際
の
不

始
末
、
さ
ら
に
は
藩
政
の
弛
緩
、
好
色
な
ど
を
理
由
に
改
易
さ
れ
、
加
賀
藩
前

田
綱
紀
に
預
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
西
条
藩
は
取
り
潰
し
と
な
り
、

こ
の
の
ち
直
重
の
二
男
（
直
興
の
弟
）
直
照
が
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
（
正
保
二
年
一
二
月
朔
日
）
こ
の
日
伊
予
国
西
条
城
主
一
柳
丹
後
守
直
重

　
　
が
智
計
三
万
石
を
分
て
、
長
子
左
近
直
興
に
二
万
五
千
石
、
二
子
半
弥
直

　
　
照
に
五
千
石
た
ま
は
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
徳
川
実
紀
』
第
一
二
篇
、
四
二
一
二
百
ハ
）

　
　
〈
直
島
〉
（
正
保
二
年
＝
一
月
朔
日
）
父
が
割
前
伊
予
国
宇
摩
郡
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
　
を
い
て
五
千
石
を
わ
か
ち
た
ま
ふ

　
　
く
直
増
V
（
元
禄
一
六
年
一
〇
月
二
五
日
）
宇
摩
郡
の
采
地
を
播
磨
国
美
嚢

　
　
　
　
　
　
郡
の
う
ち
に
う
つ
さ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
寛
政
一
汗
諸
家
譜
』
第
一
〇
、
一
五
六
頁
）

　
す
な
わ
ち
、
長
子
直
興
の
改
易
よ
り
早
く
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
二

男
直
照
が
伊
予
国
宇
摩
郡
で
五
〇
〇
〇
石
を
分
知
さ
れ
旗
本
と
な
り
、
こ
れ
が

直
増
の
時
期
の
元
禄
工
ハ
年
に
播
磨
国
美
嚢
郡
に
移
さ
れ
て
い
る
。
以
後
直
照

家
は
旗
本
家
と
し
て
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
酷
評
さ
れ
、
一
族
も
色
欲
が
一
因
と
な
っ
て
改
易
と
な
る
家

1
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で
あ
り
、
そ
し
て
自
身
も
元
禄
一
四
年
（
↓
七
〇
一
）
の
落
書
に
「
む
ほ
ん
人

形
　
　
「
柳
土
佐
㌧
1
5
＞
と
記
さ
れ
る
末
朝
で
あ
る
が
、
天
和
二
年
五
月
に
は

領
民
の
日
常
生
活
と
商
業
行
為
の
禁
止
事
項
を
定
め
、
切
支
丹
宗
門
の
禁
制
を

密
告
褒
賞
法
で
徹
底
さ
せ
て
い
る
i
◎
。
ま
た
、
年
表
に
よ
る
と
、
駿
府
加
番
、

大
番
頭
、
留
守
居
、
側
役
と
数
々
の
役
職
を
歴
任
す
る
大
名
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

鵬
松
平
佐
渡
守
忠
充

（
伊
勢
参
長
島
藩
一
万
石
）

　
松
平
忠
充
は
、
「
智
に
似
た
る
愚
将
」
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の

三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
㊤
「
身
上
二
合
に
過
、
家
人
の
仕
い
様
、
位
高
過
ぎ
て
、

士
卒
迷
惑
す
。
忠
充
通
る
時
は
、
家
士
ど
も
頭
を
地
に
付
、
手
を
突
、
平
伏
し
、

主
人
を
見
ず
。
若
し
少
し
も
頭
高
け
れ
ば
、
稠
し
く
呵
を
得
、
或
は
閉
門
逼
塞

す
」
と
い
う
こ
と
、
②
「
女
色
・
美
少
人
両
様
を
好
み
愛
す
」
こ
と
、
③
「
行

義
強
く
、
人
使
い
宜
し
か
ら
ず
」
こ
と
で
あ
る
。
謳
歌
評
説
に
お
い
て
も
「
僅

｝
万
石
の
身
上
に
て
、
頭
を
地
に
付
さ
す
る
事
、
不
相
応
な
り
」
と
、
専
ら
①
・

◎
に
対
す
る
批
判
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
記
述
は
、

　
　
松
平
佐
渡
守
様
断
て
御
不
行
跡
に
御
座
な
ら
れ
、
女
色
計
に
て
う
た
い
・

　
　
酒
盛
な
ら
れ
候
由
。
御
て
か
け
四
拾
人
有
之
内
に
御
ひ
さ
う
な
ら
れ
候
女

　
　
八
人
有
之
候
由
。
然
処
に
或
は
小
坊
主
、
或
は
右
之
女
等
無
調
法
成
事
仕

　
　
出
し
候
へ
ば
、
其
答
に
は
小
石
川
御
堀
之
方
に
有
之
長
屋
残
ら
ず
篭
屋
に

　
　
持
置
、
其
篭
屋
に
召
し
い
れ
ら
れ
薪
割
。
或
は
小
刀
ぜ
め
な
ど
遊
ば
れ
候

　
　
由
。

と
『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』
〔
－
一
、
）
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
。

　
　
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
八
月
二
一
日
、
忠
充
は
、

　
　
右
佐
渡
守
儀
失
心
し
て
、
親
族
共
議
せ
ず
、
家
老
用
人
留
守
居
役
父
子
共
、

　
　
是
を
殺
害
に
及
び
候
旨
、
親
族
よ
り
訴
る
に
煮
て
、
吟
味
を
遂
げ
ら
れ
候

　
　
処
、
不
届
に
思
し
召
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
領
地
こ
れ
を
召
し
上
げ
ら
れ
る
T

　
　
8
一
〇

と
、
乱
心
の
た
め
領
地
を
没
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
子
細
に
つ
い
て
は

『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
先
の
よ
う
な
不
行
跡

を
留
守
居
の
朱
雀
平
助
が
注
進
し
た
と
こ
ろ
閉
門
と
な
る
こ
と
か
ら
事
件
は
始

ま
る
。
「
い
か
様
成
下
有
之
候
哉
」
と
問
う
た
御
用
人
大
岡
九
左
衛
門
と
も
に
閉

門
・
切
腹
を
申
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
家
老
藤
田
八
郎
左
衛

門
が
切
腹
を
申
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
三
人
が
切
腹
と
な

り
、
大
岡
九
左
衛
門
嫡
子
六
才
、
二
男
四
才
は
刺
し
殺
さ
れ
、
朱
雀
平
助
嫡
子

一
七
才
、
二
男
一
四
才
は
切
腹
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
一
門
中
は
寄
り
合

い
を
開
い
て
相
談
し
、
忠
充
の
乱
心
と
し
て
刀
大
小
を
取
り
上
げ
、
座
牢
に
入

れ
、
公
儀
へ
達
し
た
と
こ
ろ
先
の
よ
う
な
処
分
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
『
土
芥
十
島
記
』
の
記
事
と
、
当
時
の
評
判
、
大
名
の
評
価
を
単

純
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
危
う
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
悪
評
は
改
易
と
無

関
係
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
く
、
そ
こ
に
至
る
片
鱗
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
T
2
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
色
欲
に
耽
る
大
名
・
酷
評
さ
れ
る
六
大
名
を
採
り
あ
げ
、
諸
大

名
の
実
態
を
行
跡
の
中
身
、
公
儀
勤
め
、
世
間
あ
る
い
は
後
世
の
評
判
な
ど
を

も
と
に
、
そ
の
人
と
な
り
を
比
較
・
検
討
し
て
き
た
。

　
す
な
わ
ち
、
色
欲
と
関
係
し
て
、
①
藩
財
政
の
圧
迫
、
②
か
ぶ
き
者
と
の
親

交
、
③
そ
れ
に
よ
っ
て
離
縁
す
る
大
名
、
④
家
臣
の
登
用
・
大
名
－
家
臣
の
関

係
・
人
材
の
不
足
な
ど
の
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
編
者
の
評
価
の
対
象
と
な

り
、
酷
評
さ
れ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
大
名
の
個
人
的

な
性
愛
の
嗜
好
が
、
政
治
的
な
問
題
（
藩
政
上
の
問
題
）
と
し
て
発
展
し
、
大

き
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
、
ま
と
め
に
か
え
た
い
。

　
家
臣
の
登
用
に
関
し
て
、
「
近
年
は
男
色
を
好
み
、
河
原
者
、
野
郎
若
衆
、
千

弥
と
い
う
者
、
数
百
両
に
て
請
け
出
し
、
知
行
を
与
え
、
侍
に
し
て
使
う
」
と
、

大
名
の
男
色
が
高
じ
て
河
原
者
や
野
郎
若
衆
が
登
用
さ
れ
る
事
例
は
、
大
名
と

の
人
的
関
係
（
肉
体
的
関
係
）
が
家
臣
団
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

1
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る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
家
臣
団
七
の
筋
目
を
重
視
す
る
身
分
制
的
秩
序
を
揺

さ
ぶ
り
、
ま
た
、
家
臣
団
の
能
力
を
重
視
す
る
官
僚
制
的
秩
序
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
よ
る
藩
政
の
合
理
化
と
相
反
す
る
動
き
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
大

名
の
不
行
跡
を
諌
め
た
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
藩
の
重
臣
が
切
腹
し
、
そ
し
て
そ

れ
が
藩
主
乱
心
に
よ
る
と
し
た
改
易
と
な
る
事
例
や
、
有
能
な
家
臣
の
人
材
不

足
は
と
も
に
、
大
名
が
文
武
両
道
を
学
ば
ず
、
色
欲
・
酒
宴
遊
興
に
耽
る
と
い

う
こ
と
か
ら
お
こ
る
と
し
、
そ
れ
を
評
者
は
否
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
色
欲
が
国
家
の
滅
亡
と
関
連
し
て
否
定
さ
れ
、
そ
し
て
色
欲
に
は
ま

さ
に
そ
の
危
険
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
今
回
の
分
析
を
通
し
、
大
名
の
個
人
的
資
質
の
評
価
と
藩
政
の
あ
り
方
（
実

像
）
を
改
め
て
区
別
し
て
検
討
す
る
必
要
を
痛
感
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に

よ
っ
て
『
土
芥
冠
罐
記
』
の
編
者
と
一
定
度
の
距
離
が
保
た
れ
、
そ
の
編
纂
意

図
と
編
者
の
学
問
・
思
想
的
背
景
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
以
上
た
い
へ
ん
大
き
な
課
題
を
残
し
な
が
ら
も
こ
こ
で
欄
坐
し
た
い
。

注
ワ
ニ

〔
3
．

r
」
エ
一

一
5
　
一

【
6
一

『
秋
田
県
史
』
（
第
二
巻
、
近
世
編
上
、
秋
田
県
、
↓
九
五
四
年
）
。

坂
部
三
十
郎
巨
象
。
下
総
国
海
上
・
結
城
郡
、
下
野
国
芳
賀
郡
の
う
ち
五

〇
〇
〇
石
（
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
九
、
三
九
七
頁
）
。
『
元
禄
世
間
咄

風
聞
集
』
（
長
谷
川
強
校
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
に
「
坂
部
広

象
・
能
勢
元
之
火
事
場
の
対
立
」
の
風
聞
が
あ
る
。

『
栃
木
県
史
』
（
史
料
編
・
近
世
1
、
栃
木
県
、
一
九
七
四
年
）
。

坂
部
三
十
郎
と
の
親
交
が
あ
り
、
そ
れ
を
非
難
さ
れ
て
い
る
大
名
に
池
田

綱
政
（
備
前
国
岡
山
藩
＝
二
万
五
〇
〇
〇
石
）
が
い
る
。

笠
谷
和
比
古
「
大
名
改
易
論
」
（
『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
三
年
）
。
な
お
、
延
宝
九
年
越
後
騒
動
に
よ
っ
て
改
易
と

な
っ
た
越
後
国
高
田
藩
の
城
請
け
取
り
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
大
名
改
易
に

お
け
る
藩
領
処
理
－
城
請
け
渡
し
時
の
文
書
作
成
1
」
（
『
近
世
国
家
権
力

と
公
文
書
シ
ス
テ
ム
』
仮
題
、
岩
田
書
院
掲
載
予
定
）
を
参
照
の
こ
と
。

松
尾
美
恵
子
「
大
名
」
（
『
元
禄
時
代
が
わ
か
る
』
A
E
R
A
　
M
o
o
k
、 　

　
一
九
九
八
年
）
。

言
、
〕
　
「
奥
詰
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
）

冨
内
藤
恥
聖
『
徳
川
十
五
代
史
』
全
六
冊
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
五
～

　
　
八
六
年
）
。

豆
そ
の
後
、
こ
の
妻
（
掛
子
）
は
和
泉
国
陶
器
藩
一
万
石
小
出
玄
蕃
比
興
に

　
　
嫁
す
こ
と
に
な
る
が
（
『
寛
政
乱
射
諸
家
譜
』
第
四
、
↓
○
八
頁
）
、
こ
の

　
　
家
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
四
月
九
日
、
養
子
死
亡
に
よ
っ
て
除
封
と

　
　
な
る
。
幕
子
は
盛
岡
に
帰
っ
て
暮
ら
し
、
良
縁
に
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
享
保

　
　
＝
二
年
（
｝
七
二
八
）
八
月
一
九
日
に
な
く
な
る
。
享
年
五
六
歳
。

ゴ
。
・
　
『
寛
政
重
臣
諸
家
譜
』
（
第
一
七
、
二
一
〇
頁
）
。

丁
主
　
幕
平
賢
治
「
大
名
の
離
婚
に
つ
い
て
1
佐
伯
藩
主
毛
利
高
久
と
正
室
幕

　
　
子
の
離
婚
を
と
お
し
て
一
」
（
『
歴
史
』
第
九
九
輯
、
二
〇
〇
三
年
）
で
は
、

　
　
盛
岡
藩
の
家
老
席
執
務
日
誌
で
あ
る
「
雑
書
」
を
中
心
に
婚
姻
に
至
る
ま

　
　
で
か
ら
離
婚
後
ま
で
の
両
家
の
対
応
等
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ

　
　
の
論
文
中
で
は
『
土
芥
冠
睡
記
』
の
記
述
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

f
，
。
永
留
久
恵
執
筆
「
府
中
藩
」
（
『
藩
史
大
事
典
』
）
。

T
。
。
、
前
掲
注
ユ
2
参
照
。

～
4
、
大
石
学
「
寛
永
期
↓
柳
氏
の
分
知
に
つ
い
て
」
（
同
編
『
近
世
国
家
の
権

　
　
力
構
造
一
政
治
・
支
配
・
行
政
1
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
。

i
．
。
．
長
谷
川
強
校
注
『
元
禄
世
間
咄
風
聞
集
』
（
前
掲
注
1
参
照
）
。

f
9
　
黒
田
訂
正
執
筆
「
小
野
藩
」
（
『
藩
史
大
事
典
』
）
。

T
．
、
　
前
掲
注
1
5
参
照
。

T
8
．
　
「
元
禄
宝
永
珍
話
」
（
『
続
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
・
近
世
風
俗
見
聞
集

　
　
5
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）
。

了
、
、
・
大
森
映
子
も
『
土
芥
冠
離
記
』
を
用
い
て
「
改
易
さ
れ
た
大
名
」
を
検

　
　
討
し
て
い
る
（
『
元
禄
期
の
幕
政
と
大
名
た
ち
』
日
本
放
送
出
版
会
、
一

　
　
九
九
九
年
）
。
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